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結論	

•  大間原発敷地・敷地周辺に原告らの主張す
る「将来活動する可能性のある断層等」が存
在することは否定できない	

•  それにもかかわらず、その存在を前提とした
対応がない	

•  このような大間原子力発電所の建設を許容
する余地はなく、建設は差し止めるしかない	
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前提となるルール	

「将来活動する可能性のある断層等」とは？	

•  「後期更新世以降の活動」が「否定できない」	
　（敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド　Ⅰの２の２．１の（１））	

•  「否定できる」のは、明確な資料に基づいて活動
性のないことが「証明」された場合だけ	

　（同解説　「地形面又は地層にずれや変形が認められないことを明確な証拠により示されたとき・・・否定できる」）	

•  そのため、この「証明」の有無の議論になる	
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前提となるルール（その後）	

「将来活動する可能性のある断層等」の存在	

•  活動性の評価にあたっては、「安全側」に判
断することが求められる	

　（同ガイド　Ⅰの２の２．２の（１）　「安全側の判断が行われていることを確認する」）	

•  その上で基準地震動を策定し、耐震設計に
至る	
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将来活動する可能性のある断層等	

特にここで指摘するもの	

•  ①大間北方沖活断層　	

•  ②シーム（Ｓ－１０とＳ－１１）断層	

•  ③ｃＦ－１断層	
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甲D78号証  論説 7頁 第6図 



①大間北方沖活断層の存在	

•  渡辺ほか２０１２（甲Ｄ７８）	
•  渡辺意見書（甲Ｄ７９）	
•  渡辺証人尋問の結果（甲Ｄ７２，７３）	
•  審査会合の議論状況からも、少なくとも存在

を否定されるようなものではない	
•  泊原子力発電所では、渡辺ほかの指摘する

海底活断層の存在を前提に耐震設計の見直
しを求めている　	
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①大間北方沖活断層	

存在を否定する根拠	
•  ①海上音波探査	
•  ②重力異常の有無	
•  ③非弾性的な隆起(隆起の成因)	
•  ④離水ベンチの否定	
•  ⑤大陸棚外縁高度	

渡辺証人からは否定された根拠	
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甲Ｄ９１号証 　１５２頁 
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渡辺証人・反対尋問・添付図（図中甲Ｄ276は本件訴訟では甲Ｄ91を示す） 
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甲D79渡辺満久氏意見書の23頁 
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甲Ｄ８４号証 ２７頁 



甲Ｄ８４号証 　４１頁 
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甲Ｄ８４号証 　５３頁 
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甲Ｄ８４号証 　４７頁 
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甲Ｄ８４号証 　６５頁 
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甲Ｄ８４号証 　６７頁 
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甲Ｄ８４号証 　６９頁 
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甲D84号証 115頁　加筆有 
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A1：電源開発のB面 
A2：電源開発のC1面 
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甲Ｄ80渡辺満久氏意見書2の6頁 



①大間北方沖活断層	

審査会合	
•  海上音波探査　　根拠として不足	

•  非弾性的な隆起(隆起の成因)	
　　　　　　　　　　　　　　　根拠とできない	

•  被告電源開発は、追加調査を実施したようだが、
その結果を審査会合にすら提出していない	

現時点で「証明」なし、活動性を否定できない	
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甲D88号証 39頁 拡大 イラスト図  
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甲D86号証 60頁 図を拡大 
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甲Ｄ９４　１８８頁 図 



②シーム断層の変状と連続性	

まず、	
•  「シームの延長部」「第四系中の変状」という

表現なら、被告電源開発も活動性を肯定	
　（連続するようなものではないとする）	
	
活動性・連続性が肯定される点	
•  渡辺意見書（甲Ｄ７９）	
•  渡辺証人尋問の結果（甲Ｄ７２，７３）	
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②シーム断層	

活動性・連続性を否定する根拠	
•  ①シーム全体には後期更新世以降の活動性

はない	
　　ｄＦ系の断層に切られている、など	
	
•  ②「第四系中の変状」は断層活動ではない	

	

26	



②シーム断層	

審査会合での指摘	
•  「第四系中の変状」と「シーム」は合わせて説

明が必要（甲Ｄ９６・６３ｐ）	

•  Ｓ－１１は独立して評価すべき（甲Ｄ９６・６５ｐ・６７～６８ｐ）	

•  「第四系中の変状」が断層の活動ではないこ
との「証明」を求める（甲Ｄ８７・５７ｐ、甲Ｄ９６・８０～８１ｐ）	

	
現時点で「証明」なし、活動性を否定できない	
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甲D86号証 60頁 図を拡大 



甲Ｄ79の38頁　図18　加筆有 
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③ｃＦ－１断層の存在・活動性	

存在	
•  争いなし	

活動性を肯定（否定できない）	
•  渡辺意見書（甲Ｄ７９）	
•  渡辺尋問の結果（甲Ｄ７２，７３）	
•  山崎証人・伝法谷証人の反対尋問の結果

（甲Ｄ７４，７７）	
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③ｃＦ－１断層	

活動性を否定する根拠	
•  ①約１０万年前の地層を変形させていない	
•  ②固結している	
•  ③応力場と一致しない	
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③ｃＦ－１断層	

審査会合	
•  後期更新世以降（１２万年前～１３万年前）の活

動を否定できる明確な根拠だとは評価できない	
　　（甲Ｄ９６・５１ｐ・５３ｐ～５５ｐ）	
•  少なくとも追加調査をする必要がある	

•  被告電源開発も、追加調査を決定した	
	
　現時点で「証明」なし、活動性を否定できない	
　これが、耐震重要施設の地盤に露頭している	
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将来活動する可能性のある断層等	

まとめ	
•  ①大間北方沖活断層	

•  ②シーム（Ｓ－１０とＳ－１１）断層	

•  ③ｃＦ－１断層	

　いずれも、後期更新世以降の活動を否定できな
い状況にある	
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さいごに	

•  大間原発敷地・敷地周辺に「将来活動する可
能性のある断層等」が存在することは否定で
きない	

•  それにも拘らず、その存在を前提とした対応
がない（前提となるルール（その後））	

•  このような大間原子力発電所の建設を許容
する余地はない	
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